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２ 雇用状況把握の方法 

 ところで、市町村では雇用状況をどのような方法で把握しているのであろうか。アンケート調

査では、市町村がどのような方法で雇用状況を把握しているのか、その方法をたずねてみた。 

全体の回答結果をみると、「ハローワークの資料によって把握している」という自治体が 3/4 以

上となっており、多くの自治体がハローワークの資料で雇用状況を把握していることがわかる。

市町村別に集計してみると、「ハローワークの資料」だけが市町村間で統計的に有意な差があった

(p=0.000)。しかし、「特に把握していない」という自治体も２割以上ある（第３－２図）。 

このように、市町村が雇用状況を把握する方法としては、ハローワークの資料に基づいて雇用

状況を把握しているところが多い。ただし、村でハローワークの資料で雇用状況を把握している

というところは半分にとどまり、把握していないという回答の比率が４割となっている1718。 

 

第3-2図 雇用状況の把握の仕方 
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市(443) 町(823) 村(218) 不明・無回答(17)

 
 

良く知られたように、ハローワークはすべての市町村に設置されているわけではない。それゆ

え、すべての市町村が「わが市」「わが町」「わが村」の雇用状況を把握する際、周辺地域を含む

幅をもった情報になる。しかし、雇用状況を把握していない自治体も多く、雇用問題に取り組む

上で情報を把握することが課題になると考えられる19。 

 

３ 雇用の場が不足している理由 

 では、雇用の場が不足している理由は何か。その理由を複数回答でたずねた結果を示したの

                                                            
17 このような回答結果になった理由の１つとして、回答した自治体の区域あるいは周辺地域にハローワークがあるかど

うかも関係あるかと思われる。この点について 
18 「ハローワークの資料」を利用して雇用状況を把握しているという場合、具体的な指標として有効求人倍率が利用さ

れていることも考えられる。そこで、ハローワークの資料を利用しているという市町村を抽出して分散分析を行って

みたが、統計的に有意な差はなかった。 
19 アンケート調査と並行して実施した聞きとり調査によれば、１つ１つの市町村、とりわけ町村レベルでは雇用状況に

ついての統計的情報がきわめて少ないことが指摘された。 



 

が第３－３図である。 

第3-3図 雇用の場が不足している原因 
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市(287) 町(614) 村(162) 不明・無回答(13)

 

 

第3-2表 雇用機会不足の理由についての因子分析結果   第 3-4図 雇用機会不足の理由についての因子プロット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この図から、市町村ではもともと雇用の場が少ないところが多く、雇用の場があったとしても、

雇用調整や採用の手控えが雇用状況を悪くしているというが予想される。とりわけ町村ではこう

した傾向が強い。 

市町村で回答傾向に差があるかどうか、独立性の検定を行った結果、「もともと雇用の場がない」

(p=0.000)、「公共事業の減少」(p=0.024)、「雇用調整や採用の手控え」(p=0.000)で統計的に有意とな

っている20。 

次に、市町村の雇用機会の不足の背景について、雇用の場が不足している原因について因子分

析を行った。主因子法（バリマックス回転）により、固有値１の基準で２つの因子が抽出された。

                                                            
20 「その他」については p=0.070、10％水準で有意となっている。 

1 2
企業が撤退、倒産・廃業した 0.593 -0.071
公共事業の減少 0.572 0.244
雇用調整や採用の手控え 0.452 -0.131
もともと雇用の場がない 0.08 0.55
その他 0.098 -0.132

因子
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か。これと同じ質問を雇用問題担当者に対してもしてみた。第３－８図はその結果である。独立

性の検定の結果は統計的に有意であった（p=0.000）。全体的に見ると、市町村いずれにおいても

「国」という回答が多い23。 

 

第3-8図 雇用創出に取り組むのがふさわしい主体（雇用問題担当者の回答） 
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第3-9図 雇用創出の取り組みにふさわしい「国」の部門（雇用問題担当者の回答） 
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 次に、「国」と回答した自治体に対して、具体的にどこがふさわしいと考えているのか、「労働

局」など４項目から最もふさわしいところを択一回答してもらった。独立性の検定の結果、統計

                                                            
23 ここには数値を示さなかったが、都道府県の担当者による回答結果によれば、国から自治体への権限委譲に伴い、地

域自治体が主体となって取り組むべき課題の１つとして雇用確保が位置づけられている。しかし、市、町、村では雇

用問題への取り組みは国レベルでという回答が半数あるいはそれ以上あり、都道府県の考え方とは異なっている。 
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